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横芝光町農業委員会臨時総会議事録

１．開催日時 令和７年４月１日(火) 午後１時３５分～午後２時２０分

２．開催場所 横芝光町役場 第３会議室

３．出席委員 （１２名）

会 長 ４番 伊藤 直樹

会長職務代理者 ７番 伊藤 仁

委 員 １番 市原 裕 ２番 伊藤 由美子

３番 土屋 英夫 ５番 椎名 美枝子

６番 若梅 直樹 ８番 鈴木 淳

９番 實川 和幸 １０番 大木 耕一

１１番 平山 和浩 １２番 林 政宏

４．欠席委員 なし

５．農業委員会事務局職員

事務局長 高宮 芳宏

主幹兼農政班長 椎名 大輔

６．議事日程

日程第１ 議案第１号 会長の選出について

日程第２ 議案第２号 会長職務代理者の選出について

日程第３ 議案第３号 委員議席の決定について

日程第４ 議案第４号 議事録署名委員の指名について

日程第５ 議案第５号 担当地区の割当について

日程第６ 議案第６号 各担当委員の選出について

日程第７ 議案第７号 横芝光町農地利用最適化推進委員の選任について

～第２１号
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７．会議の概要

事務局 臨時総会開催に先立ちまして、農業委員会事務局等職員から自己紹介を

いたします。（農業委員会事務局・産業課長紹介）

ただいまより、横芝光町農業委員会臨時総会を開催いたします。

事務局 はじめに委員の皆様から名簿順に自己紹介をお願いしたいと思います。

（農業委員自己紹介）

事務局 ありがとうございました。

それでは、議事に入りますが、本総会は改選後の初めての総会であるこ

とから、農業委員会の委員の会長が選出されるまでの間、仮議長にその職

務を行っていただくことになります。

なお、仮議長につきましては、地方自治法により年長者がその職務を行

う旨の規定がありますことから、林政宏委員に仮議長をお願いしたいと思

います。

林政宏委員は、議長席へお願いいたします。

仮議長 ただいま、ご紹介をいただきました林政宏でございます。

会長が選出されるまでの間、仮議長を務めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。着座にて失礼します。

これより令和７年４月横芝光町農業委員会臨時総会を開会いたします。

本日の出席委員は１２名、よって横芝光町農業委員会会議規則第６条に

より、総会は成立いたしました。 ただちに、本日の会議を開きます。

横芝光町農業委員会 臨時総会資料に基づき会議を進めます。

日程第 1 議案第 1号 会長の選出についてを議題とします。

会長の選出については、農業委員会等に関する法律第５条第２項の規定

により、委員が互選した者をもって充てるとされています。

選出にあたりまして どなたか会長として推薦または立候補される方

はいらっしゃいますでしょうか。

（伊藤直樹委員推薦の声あり）

臨時議長 ただいま、伊藤直樹委員との声がありましたが、その他には、ございま

せんでしょうか。

（特になし）

臨時議長 他に無いようでしたらお諮りいたします。

伊藤直樹委員を会長に選出することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

臨時議長 異議なしの声がありましたので、ご異議ないものと認め伊藤直樹委員を
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会長に選出します。

臨時議長 新しい会長が決まりましたので、私の臨時議長の職を解かせていただき

ます。委員各位のご協力により、速やかに議事が進行いたしましたことに

感謝申し上げ、議長を交代いたします。ご協力ありがとうございました。

（会長あいさつ）

議 長 それでは、横芝光町農業委員会会議規則第４条の規定により議長を務め

させていただきます。

日程第２ 議案第２号 会長職務代理者の選出についてを議題としま

す。

会長職務代理者の選出については、農業委員会等に関する法律第５条第

５項に、「会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者が、

その職務を代理する。」と規定されています。

選出にあたりまして どなたか推薦または立候補される方はいらっし

ゃいますでしょうか。お諮りします。

（意見なし）

議 長 特に推薦がなければ、議長推薦としたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

（異議なしの声あり）

議 長 ご異議ないものと認めます。

議長推薦として、伊藤仁委員を会長職務代理者に推薦したいと思います

が、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議 長 異議なしの声がありましたので、ご異議ないものと認め伊藤仁委員を会

長職務代理者に選出します。

それでは、伊藤仁会長職務代理者にごあいさつをお願いいたします。

（伊藤仁会長職務代理者就任のあいさつ）

議 長 次に、日程第３ 議案第３号 委員議席の決定についてを議題といたし

ます。

横芝光町農業委員会会議規則第７条の規定により、くじで決定すること

といたします。なお、慣例により会長の議席は４番となっております。ご

異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議 長 異議なしの声がありましたので、ご異議ないものと認めくじ引きで決定

いたします。

くじ引きは２回行います。最初にくじを引く順番を決めるくじを引きま
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す。次に、その引いたくじの番号順にくじを引き、議席番号を決定したい

と思います。

最初に「くじを引く順番のくじ」から行います。事務局お願いします。

（くじ引き）

議 長 続いて議席番号決定のためのくじを行います。

事務局お願いします。

（くじ引き終了）

議 長 議席番号が決定しましたので、事務局から発表させます。

（議席番号発表）

議 長 それでは暫時、休憩といたします。再開は午後２時１０分とします。

再開する際には、今発表しました議席番号順に着席してくださるようお

願いいたします。

（休 憩）午後１時５２分から午後２時１０分まで

議 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

日程第４ 議案第４号 議事録署名委員の指名について を議題とし

ます。

会議規則第１３条第２項の規定による議事録署名委員の指名について

でありますが、議長が指名することで、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議 長 異議なしの声がありました。ご異議ないものと認め、議事録署名委員に

ついては、議席番号１番 市原裕委員、議席番号７番 伊藤仁委員を指名

いたします。

日程第５ 議案第５号 担当地区の割り当てについて を議題としま

す。事務局の説明を求めます。

事務局 議案第５号 担当地区の割り当てについてご説明いたします。

担当地区の割り当ては、農業委員の皆様が主に活動されている範囲とい

うことで設定をいたしました。

今後定期総会において議案として提出される農地に係る賃借や所有権

の移転、また農地以外の地目に変更するなどの転用の申請があった場合に

ついては農地所有者や土地改良地区役員に確認をするなどの調査をして

いただき、総会の場で調査結果を報告していただくことになりますので、

実際に農業経営をしている委員の皆様には地元の地区を中心に活動報告

場所として割り振らせていただきました。

また法務局案件等ありますが、こちらにつきましては登記簿上田んぼや
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畑になっているが、何十年も前から家が建っている、または山林のように

なっている状態のものを、農地から宅地や山林に地目を変更したい場合

に、土地所有者が法務局へ申請し、法務局から農業委員会に農地か非農地

か判断について紹介があるので現地確認をして回答することになります。

担当地区の農業委員さんと併せて、中立農業委員については現地確認を

お願いしたく提案をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

議 長 事務局の説明が終わりました。

担当地区について、ご意見はございませんか。

（異議なしの声あり）

議 長 異議なしの声がありました。原案のとおり担当地区を決定します。

続きまして日程第６ 議案第６号 各担当委員の選出を行います。

事務局から説明させます。

事務局 それでは、各担当委員の選出についてご説明させていただきます。

お手元にお配りしました議案第６号の資料をご覧ください。

各委員につきましては、先般ございました調整会議で調整いただい内容

を基に一覧表にまとめてあります。

まず、農業振興地域整備促進協議会につきましては委員 5名うち女性 1

人となってるところ女性につきましては 2名とさせてもらいます。担当委

員は、若梅委員、市原委員、土屋委員、伊藤由美子委員、椎名美恵子委員

の 5名、地域計画検討会こちらは委員 1名、大木委員とさせていただきま

す。

農業再生協議会は、伊藤仁委員、総合計画審議会は、委員２名となって

おり、伊藤仁委員と大木委員とさせていただきます。

まちひとしごと創生会議、こちら委員 1名となっており平山委員に、成

田国際空港関連問題対策委員会は委員 1名、林委員に、土地家屋評価審議

会こちらも委員１名で實川委員に、環境保全等協議会は地域が指定され大

総地区の委員さん２名、林委員と實川委員に、都市計画審議会については

会長ということで、伊藤会長にお願いをしたいと思います。インターチェ

ンジ周辺まちづくり推進協議会は南条地区の委員と地域指定されており、

鈴木委員にお願いをしたいと思います。

議 長 ただいま、事務局から説明が終わりましたが、各担当委員についてはた

だいま発表のあったとおり決定してよろしいですか。

（異議なしの声あり）

議 長 異議なしの声がありました。原案のとおり担当委員を決定させて頂きま
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す。

日程第７ 議案第７号から議案第２１号までの横芝光町農地利用最適

化推進委員の選任について を議題といたします。事務局に議案の朗読並

びに説明をお願いします。

事務局 議案第 7号から議案第 21 号までは一括で朗読並びに説明をさせていた

だきます。

議案第７号 横芝光町農地利用最適化推進委員の選任について、次の者

を横芝光町農地利用最適化推進委員に選任したいので、農業委員会等に関

する法律第１９条の規定により、本会の議決を求める。

住所 横芝光町〇〇〇〇〇〇番地 氏名 小柴勝一郎

生年月日 〇〇〇〇〇 令和７年４月１日提出

横芝光町農業委員会長 伊藤 直樹

それでは、以下議案８号から２１号につきましては、住所と氏名のみ読

み上げさせて頂きます。

議案第８号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 伊藤 徳雄

議案第９号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 實川 進

議案第 10 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 伊藤 新吾

議案第 11 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 齋藤 健一

議案第 12 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 伊藤 一洋

議案第 13 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 實川 隆宣

議案第 14 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 森 清之

議案第 15 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 實川 高司

議案第 16 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 土屋 正明

議案第 17 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 加瀬 茂樹

議案第 18 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 越川 浩

議案第 19 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 越川 正美

議案第 20 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 向後 満

議案第 21 号 横芝光町〇〇〇〇〇〇 畔蒜 弘美

農業委員会等に関する法律に基づき、農業委員会が農地利用最適化推進

委員を委嘱することとされています。

今回の推進委員候補者は、各地区から推薦をいただき、３月に開催した

農業委員会定例総会で選考を行っています。４月１日付けの委嘱となるこ

とから、本日、臨時総会で選任するものです。推進委員の定数は、１５人

と定められています。なお、任期は農業委員と同じ３年間となります。よ
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ろしくお願いいたします。

議 長 ただ今、議案第７号から議案第２１号までの朗読並びに説明が終わりま

した。

本案件は、説明にもありましたとおり、前任の農業委員総会において候

補者の選考を行い、全員候補者として、ふさわしい旨、決定をいただいて

おりますので、選任について一括で採決したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。

（異議なしの声）

議 長 異議なしの声がありましたので、異議がないものと認め、議案第 7号から

議案２１号までを一括して採決します。

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手全員）

議 長 全員賛成によって議案第７号から議案第２１号まで、横芝光町農地利用

最適化推進委員の選任については、すべて原案のとおり決定いたしまし

た。

以上をもちまして、提案された議案の審議は、すべて終了いたしました。

慎重審議、ご苦労様でした。

事務局 以上をもちまして、令和７年農業委員会臨時総会を閉会します。


